
資料１ 

 

 

会長代理の選出について 

 

 国民健康保険法施行令第５条に基づき、「公益を代表する委員」  

６名のうちから、下記のとおり、互選により会長代理候補者を選出し

たので承認を求めます。  

 

 

参考【国民健康保険法施行令】  

第五条  協議会に会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、  

全委員がこれを選挙する。  

２  会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、

その職務を代行する  

 

 

 

 

職   名  

 

候 補 者 氏 名 委 員 区 分 

 

会長代理  

 

 

黒須 喜美雄  

 

公益を代表する委員  


